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英語名： Guillain-Barré syndrome 
同義語：急性炎症性脱髄性多発神経根ニューロパチー、急性炎症性脱髄性多発

根神経炎 

 
 

Ａ．患者の皆様へ 
 

 

ここでご紹介している副作用は、まれなもので、必ずしも起こるものではありません。ただ、副作用

は気づかずに放置していると重くなり健康に影響を及ぼすことがあるので、早めに「気づいて」対処す

ることが大切です。そこで、より安全な治療を行う上でも、本マニュアルを参考に、患者さんご自身、

またはご家族に副作用の黄色信号として「副作用の初期症状」があることを知っていただき、気づいた

ら医師あるいは薬剤師に連絡してください。 

 

 
 

両側の手や足の力が入らなくなり、しびれ感が出た後、急速に

全身に広がり進行する「ギラン・バレー症候群」は、医薬品によ

っても引き起こされることがあります。 

主に、インフルエンザやポリオなどのワクチン、インターフェ

ロン製剤、ペニシラミン、ニューキノロン系抗菌薬、抗ウイルス

薬、抗がん剤などでみられることがあるので、何らかのお薬を使

用していて、次のような症状がみられた場合には、放置せずに医

師・薬剤師に連絡してください。 

 

「両側の手や足に力が入らない」、「歩行時につまずく」、「階段

を昇れない」、「物がつかみづらい」、「手や足の感覚が鈍くなる」、

「顔の筋肉がまひする」、「食べ物がのみ込みにくい」、「呼吸が苦

しい」など 

 

ギラン・バレー症候群 
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１．ギラン・バレー症候群とは 

 ギラン・バレー症候群は，一般的には細菌・ウイルスなどによる

上気道の感染や下痢などの感染があり、１～３週後に両足に「力が

入らない（筋力低下）」や「しびれる（異常感覚）」などで発症しま

す。 

筋力の低下は急速に上方へ進行し、足全体や腕にもおよび、歩行

時につまずく、階段を昇がれない（運動まひ）に至ることがありま

す。さらに、顔の筋肉がまひする、食べ物が飲み込みにくい、声が

出にくい、物が二重に見える、呼吸が苦しいなどの症状も起こるこ

ともあります。 

これらの症状はピークに達するまでは急速に悪化し、時には人工

呼吸器が必要となることもあります。症状が軽い場合は自然に回復

することもありますが、多くの場合は入院により適切な治療（免疫

グロブリン静注療法や血液浄化療法など）を必要とします。 

原因として、神経症状に先だつ感染症がみられる場合もあります

が、感染症かどうかはっきりしない場合も多く、ごくまれではあり

ますが医薬品によっても同様の症状が現れることがあります。 

 原因医薬品としてはインフルエンザ、肺炎球菌、ポリオなどのワ

クチンや肝炎治療などに使用されるインターフェロン製剤、関節リ

ウマチなどに使用されるペニシラミン、感染症に使用されるニュー

キノロン系抗菌薬、HIV 感染症に使用される抗ウイルス化学療法薬、

抗がん剤などが知られています。 
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２．早期発見と早期対応のポイント 

（１）筋力低下が両側（左右差はあってもよい）にみられ、発症１日

～２週間の経過で比較的急速に進行します。 

  

ギラン・バレー症候群の最初の症状には、両足の筋力低下や歩

行障害、両手・腕の筋力低下、両側の顔面筋の筋力低下、物が二

重に見える、食べ物が飲み込みにくいなどがあります。経過は、

どの部位ではじまっても、発症１日～２週で急速に筋力低下が進

行して全身に及びます。 

 

（２）医薬品が原因の場合は、投与後２週以内の発症が多くみられ

ますが、時には数ヶ月以上経てから発症することもあります。 

 

①インフルエンザワクチン：ワクチン接種後２週目がピークで、

６週間以内の発症がほとんどです。 

②ポリオワクチン：接種後まもなく下痢が起こり、１～２週後

に手足の力が入らない運動まひなどの症状が多くみられます。 

③ インターフェロン製剤：発症は投与２日～数ヶ月後までさま

ざまです。 

④ ペニシラミン：発症は投与７日～１４ヶ月後までさまざまで

す。 

⑤ニューキノロン系抗菌薬：２週間以内で発症することが多く

みられます。 

 

（３）運動まひが軽い状態のうちに主治医に相談してください。 

 

 この病気は進行性に悪化するので、運動まひが軽い早い段階で

医師に連絡して、対応方法を検討してもらってください。 

「運動まひが強い」場合や「物がのみ込みにくい」、「呼吸が苦
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しい」などの症状が生じたら、ただちに医療機関を受診し、医師・

薬剤師に相談してください。その際には、服用した医薬品の種類、

服用からどのくらいたっているのかなどを医師・薬剤師に知らせ

てください。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※  医薬品の販売名、添付文書の内容等を知りたい時は、独立行政法人医薬品医療機器総

合機構の医薬品医療機器情報提供ホームページの、「添付文書情報」から検索することが

出来ます。（http://www.info.pmda.go.jp/） 

また、薬の副作用により被害を受けた方への救済制度については、独立行政法人医薬

品医療機器総合機構のホームページの「健康被害救済制度」に掲載されています。

（http://www.pmda.go.jp/index.html） 




